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兵庫県告示第930号 

 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第27条第３項の規定により、障害者就業・生活

支援センターから次のとおり法人の住所を変更した旨の届出があった。 

  平成28年11月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 届出法人名  社会福祉法人 姫路市社会福祉事業団 

２ 名   称  姫路障害者就業・生活支援センター 

３ 変更前住所  姫路市安田三丁目１番地  姫路市自治福祉会館内 

４ 変更後住所  姫路市御立西五丁目６番26号  職業自立センターひめじ内 

５ 変 更 日  平成28年７月１日 

 

兵庫県告示第931号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次の土地改良区から役員の退任及び就任の
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届出があった。 

  平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

岡部川土地改良区 

 退任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        青 木 和 三      神崎郡市川町上牛尾631番地 

    同         青 木 康 文      同 郡同 町上牛尾624番地の２ 

    同         岡 本 正 博      同 郡同 町下牛尾1225番地の２ 

    同         森 口   章      同 郡同 町下牛尾52番地の１ 

    同         赤 松 勘 司      同 郡同 町上瀬加1065番地 

    同         本 間 信 夫      同 郡同 町上瀬加1167番地 

    同         堀 越   薫      同 郡同 町上瀬加1684番地 

    同         藤 原 久 弘      同 郡同 町下瀬加532番地の３ 

    同         筒 泉 元 昭      同 郡同 町下瀬加1161番地の２ 

    同         岩 﨑 龍 男      同 郡同 町下瀬加277番地の３ 

    同         岡 本 成 夫      同 郡同 町小畑2651番地の２ 

    同         岡 本 哲 夫      同 郡同 町東川辺83番地の２ 

   監 事        青 木 利 憲      同 郡同 町上牛尾1252番地 

    同         岡 本 正 義      同 郡同 町下牛尾1972番地 

 就任役員 

  役員の区分        氏   名           住    所 

   理 事        青 木   弘      神崎郡市川町上牛尾88番地の２ 

    同         青 木 利 憲      同 郡同 町上牛尾1252番地 

    同         梶 間 則 男      同 郡同 町下牛尾1344番地の１ 

    同         森 口   章      同 郡同 町下牛尾52番地の１ 

    同         岩 木 正 昭      同 郡同 町上瀬加320番地 

    同         本 間 信 夫      同 郡同 町上瀬加1167番地 

同         赤 松 勘 司      同 郡同 町上瀬加1065番地 

    同         松 下 洋 一      同 郡同 町下瀬加371番地の５ 

    同         岩 﨑 龍 男      同 郡同 町下瀬加277番地の３ 

    同         筒 泉 元 昭      同 郡同 町下瀬加1161番地の２ 

    同         岡 本 成 夫      同 郡同 町小畑2651番地の２ 

    同         岩 見 武 三      同 郡同 町鶴居129番地の３ 

   監 事        青 木 康 文      同 郡同 町上牛尾624番地の２ 

    同         岡 本 裕 夫      同 郡同 町下牛尾1938番地の３ 

 

兵庫県告示第932号  

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した。 

  平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

土地改良区の名称 認可年月日 

八幡土地改良区 平成28年10月11日 

 

 

兵庫県告示第933号 

 土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、次の県営土地改良事業を行うため、土地改

良事業計画を平成28年10月20日に定めたので、土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。 
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 この計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対

して審査請求をすること、及びこの計画を定めたことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、神戸地方

裁判所に対し、兵庫県を被告として、この計画の取消しの訴えを提起することができる。 

 なお、審査請求のみをした場合には、この計画の取消しの訴えは、その審査請求に係る裁決書を受け取った

日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる。 

  平成28年11月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

事 業 名 地 区 名 縦覧の期間 縦覧の場所 

農村地域防災減災事業 ジャク池・田圃池地区 
平成28年11月１日から 

同  月21日まで 

神 崎 郡 

市川町役場 

 

 

兵庫県告示第934号 

 漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第125条の６第３項において準用する同法第105条の２第３項の規定

により届出があった義務加入同意成立届を審査した結果、次の加入区については同法第125条の６第１項の規定

による同意があったものと認めた。 

平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

加    入    区 同意成立年月日 

都志加入区 平成28年10月13日 

 

 

兵庫県告示第935号 

 森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のように保安林の指定をする。 

  平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 保安林の所在場所 

  南あわじ市広田広田字宮林1504の36から1504の39まで 

２ 指定の目的 

  土砂の流出の防備 

３ 指定施業要件 

 (1) 立木の伐採の方法 

  ア 主伐は、択伐による。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。 

  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

 (2) 立木の伐採の限度 

   次のとおりとする。 

 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県農政環境部環境創造局豊かな森づくり課、淡路県民局洲

本農林水産振興事務所及び南あわじ市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

兵庫県告示第936号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省近畿地

方整備局姫路河川国道事務所から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成28年11月１日 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（河川台帳附図修正図化（地図情報レベル2500）） 

２ 作業期間 

平成28年９月28日から平成29年２月28日まで 

３ 作業地域 

加古川水系直轄管理区間及び沿川（加古川市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市及び加東市の各

市地内） 

 

兵庫県告示第937号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、朝来市から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（２級基準点測量） 

２ 作業期間 

平成28年10月21日から平成29年３月20日まで 

３ 作業地域 

朝来市和田山町竹田地内 

 

兵庫県告示第938号 

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が道路整備特別措置法（昭和31年法律第７号）第８条第１項

の規定に基づき、次のとおり道路の区域を変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定

により平成28年11月９日から供用を開始する。 

 その関係図面は、平成28年11月１日から２週間、阪神南県民センター西宮土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

高 速 大 阪 西 宮 線 

西宮市池開町57番１から 

同 市池開町57番１まで 

旧
20.0から

37.0まで
7.0 

   

新
20.0から

37.0まで
7.0 

 

 

兵庫県告示第939号 

 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、高砂市小松原土地区画整理組合の事業

計画の変更を次のとおり認可した。 

  平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 組合の名称及び事務所の所在地並びに設立認可の年月日 

  組 合 の 名 称 高砂市小松原土地区画整理組合 

  事務所の所在地 高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号（高砂市役所内） 
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  設立認可の年月日 平成26年１月９日 

２ 事業計画の変更の内容 

    事業施行期間 

  変更前  平成26年１月24日から平成30年３月31日まで 

    変更後  平成26年１月24日から平成31年３月31日まで 

３  変更認可の年月日 

  平成28年10月18日 

 

兵庫県告示第940号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

(平成年月日) 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル）

第Ｈ28淡路位置

0003号 
28.10.19   

南あわじ市賀集立川瀬1043番の一部、1047番

１の一部 
4.00 33.58 

 

 

兵庫県告示第941号 

平成16年兵庫県告示第780号（都市計画法施行条例に基づく特別指定区域の指定等）の一部を次のように改正

する。 

平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

表（福崎町における条例第７条第２号に規定する特別指定区域一覧）を次のように改める。 

表（福崎町における条例第７条第２号に規定する特別指定区域一覧） 

名称及び条例別表

第３の該当区分 
区   域 建築物の用途 

指定年月日 

（変更年月日） 

西大貫地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町大貫字門田、字藤井、

字竹ノ後、字堂ノ前、字室ノ尾、字

奥谷、字辻畠、字前谷、字葉加ノ木

及び字山王の各一部で別図に示す

区域（別図は省略。以下同じ。） 

平成27年兵庫県条例第

21号による改正前の条

例（以下「旧条例」と

いう。）別表第３の１

の項に規定する建築物

平成16年６月11日 

（平成28年10月７日）

神崎郡福崎町大貫字堂ノ前、字室ノ

尾、字門田、字前谷及び字葉加ノ木

の各一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の２の

項に規定する建築物 

平成16年６月11日 

（平成28年10月７日）

神崎郡福崎町大貫字竹ノ後及び字

藤井の各一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の４の

項に規定する建築物 
平成28年10月７日 

長目地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町南田原字下向イ田、字

南中才、字北中才、字柳田、字長目、

字前田及び字太妻の各一部で別図

に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）
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中島地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町南田原字中島、字五合

堂、字寺居、字中蔵ノ北、字山ノ下、

字山ノ東、字下野林、字高野、字南

高野及び字下野田坪の各一部で別

図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）

西光寺地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町南田原字坂ノ垣内の

全部並びに字北ノ垣内、字西ノ垣

内、字前田坪、字佐近屋敷、字山ノ

東、字焼堂、字西光寺、字平田、字

南野畑及び字蓮池新田の各一部で

別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）

八反田地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町南田原字歳ノ木、字西

垣内、字岸ノ上、字神東ノ木、字八

反田及び字前田の各一部で別図に

示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

吉田地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町南田原字吉田、字丁

田、字東角、字川田、字前田筋、字

水通り及び字西ノ甲の各一部で別

図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

西野地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町南田原字西野々新田、

字吉田、字北野畑、字蓮池新田及び

字焼堂の各一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

井ノ口地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町西田原字西保喜山、字

東保喜山、字上ノ畑ケ、字神崎、字

東市場、字西市場、字三悪、字上大

明寺、字西廣畑及び字クロ垣内の各

一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）

北野地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町西田原字小谷、字北廣

岡、字道垣内、字東新田及び字西新

田の各一部並びに東田原字福壽及

び字寺西の各一部で別図に示す区

域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

大門地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町東田原字南屋敷の全

部並びに字通り堂、字東通り堂、字

垣内田、字池ノ下、字西フロ尾、字

東フロ尾、字皿池ノ下、字池田、字

山ノ上、字中屋敷、字北屋敷及び字

岡ノ上の各一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

加治谷地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町東田原字フロ屋、字中

所、字東所、字三本松、字宮ノ下打

越、字前田、字ビワクビ、字薮下五

反畑及び字妙徳山の各一部で別図

に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 
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亀坪地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町東田原字森本の一部

で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

南大貫地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町大貫字西ノ垣内、字ユ

ウラ、字小角、字長谷、字大谷、字

南垣内、字宮ノ前、字ハサコ、字田

中、字ドウド、字前田、字下り、字

谷、字和田、字ツゾメ、字蓮池新、

字新田、字宮ノ前及び字西ヶ原の各

一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

東大貫地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町大貫字万之前、字岡ノ

端、字谷之内西、字前田、字奥之山、

字谷之内東、字倉谷、字足谷、字山

田、字石引、字石引ノ東、字石引ノ

西及び字藤井の各一部で別図に示

す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

余田地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町八千種字西垣内、字東

垣内及び字塚本の全部並びに字上

春賀、字井ノ尻、字御領所、字出口、

字後ロ田、字北垣内、字壱反所、字

薬師堂、字廣野、字観音堂、字堂ノ

下、字宮池澤、字東垣内、字奥垣内、

字才ヶ原、字上下代及び字川西の各

一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

小倉地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町八千種字南池澤、字大

西山、字小倉邸垣内、字上ノ山、字

新兵衛谷、字皿池尻、字村下及び字

大坪の各一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）

庄地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町八千種字出口、字奥垣

内、字東垣内、字大坪、字モミヂ、

字前垣内、字角後、字前川、字古屋

敷、字北狭、字北代、字井ノ尻、字

野畑、字野林、字下野田、字西野、

字上野畑、字西ケ首、字西光寺野、

字向野、字平林、字奥畑及び字小鶴

池の各一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

鍛治屋地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町八千種字前川、字裏垣

内、字前垣内、字上前田、字下前田、

字南ノ下、字代ノ岡、字上野畑、字

上川向及び字西野の各一部で別図

に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）

馬田地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町西治字東野添の全部

並びに字下野添、字二反田及び字北

野添の各一部、福崎新字中島の一

部、馬田字西山筋の一部並びに福田

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）
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 字中筋の一部で別図に示す区域   

山崎地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町山崎字清水、字才ノ

神、字萬宝庵、字大将軍、字寺裏、

字立石及び字分木の全部並びに字

朝谷、字西山所、字カマエ、字北垣

内、字地蔵垣内、字北山、字庵ノ下、

字コモイケ、字下ノ坂、字四ノ田、

字松田、字川田、字福井、字大塚、

字堂垣内、字前田、字川端及び字丁

田の各一部並びに福田字東大谷、字

トトカハナ及び字西田黒の各一部

で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

福田地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町福田字ヲコシヤスミ

の全部並びに字大野、字焼小豆、字

大将軍、字無量寺、字トユノモト、

字下ノ川、字前垣内、字中垣内、字

上垣内及び字池ノ段の各一部並び

に高岡字川端の一部で別図に示す

区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

板坂地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町高岡字宮ノ前及び字

東山ノ下の全部並びに字三谷口、字

辻之内、字西垣内、字東垣内、字竹

之内、字松尾、字鳥ノ岡、字下林、

字フシ原、字フシ原垣内、字土山、

字赤佐、字東山及び字東山上の各一

部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

桜地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町高岡字竹之後、字中垣

内、字岸ノ下、字東畑、字梨ノ木及

び字孫八の各一部で別図に示す区

域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

長野地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町高岡字下々通の全部

並びに字宮ノ東、字四十田、字大道

東、字宮ノ西、字大浦、字薬師山、

字村中、字上垣内、字桜元及び字大

谷の各一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）

神谷地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町高岡字大浦、字桜元、

字南八王子、字北八王子、字北垣内、

字宮ノ西、字構、字前岡、字前田及

び字薬師山の各一部で別図に示す

区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）

西谷地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町西治字梨ケ坪、字前

田、字宮ノ西、字加尻、字大塚、字

向井田、字團次、字米山、字奥ノ谷、

字垣内谷、字大林、字ミク下及び字

高田の各一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 
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西治地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町西治字上代及び字中

荘の全部並びに字南荘、字片山、字

平山、字宮ノ下、字志水田、字五反

畑ケ、字北川、字上荘、字田中、字

下代ノ上ミ、字下代ノ下モ、字北ノ

岡、字畑ケ田、字中村、字北野添、

字下野添、字赤坂、字宗四郎谷、字

数叶ノ西、字数叶ノ東、字東新田、

字中新田及び字下新田の各一部並

びに福田字宮前の一部で別図に示

す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 
平成19年１月９日 

高橋地区 

条例別表第３の３

の項 

神崎郡福崎町高橋字西竹ノ下及び

字南谷の全部並びに字東竹ノ下、字

笠目、字中尾、字橋ノ本、字北山城、

字山城、字大畑ケ、字上ノ山、字峠、

字北上ノ山及び字細谷の各一部並

びに西治字桑谷東、字操谷及び字拝

尾の各一部で別図に示す区域 

旧条例別表第３の１の

項に規定する建築物 

平成19年１月９日 

（平成28年11月１日）

 

 

兵庫県告示第942号 

昭和39年兵庫県告示第332号の15（収入証紙売りさばき人の名称等）の一部を次のように改正し、平成28年11

月12日から適用する。 

  平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 表兵庫県信用農業協同組合連合会の項中 

「 

 同  吉川支店 三木市吉川町吉安 

」 

を 

「 

 同  吉川支店 

同  えびす駅前店 

三木市吉川町吉安 

三木市大塚 

」 

に改める。 

公 告 

平成28年度兵庫県看護功績賞表彰 

 兵庫県看護功績賞規則（昭和42年兵庫県規則第44号）第２条の規定により、平成28年10月31日に次の者を表

彰した。   

  平成28年11月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 氏名及び住所 

    氏   名    住   所 

赤 井 文美代    篠山市 

秋 山 敦 子  神戸市長田区 
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有 川 敦 子  姫路市 

池 本 優 子  美方郡香美町 

浦 滝 恵津子  豊岡市 

江 角 美紀恵  加古郡稲美町 

太 田 圭 子  明石市 

香 川 むつみ  高槻市 

北 野    貞  高砂市 

小 畑 美由紀  養父市 

小 林 多鶴子  赤穂郡上郡町 

鈴 木 英 子  明石市 

鶴 嶋 弘 子  神戸市中央区 

十 倉 久美子  加古川市 

中 井    瞳  西宮市 

中 田 勝 代  伊丹市 

橋 本 千代子  神戸市西区 

林    千 冬  神戸市西区 

藤 原 早百合  加西市 

堀 口 由香里  明石市 

道 脇 まゆみ  大阪市鶴見区 

宮 﨑 惠 美  西脇市 

森 田 幸 子  尼崎市 

森 本 敦 子  加西市 

山 本 美奈子  南あわじ市 

２ 功績内容 

  看護の重要性を深く認識し、博愛と奉仕の精神をもってその職務に精励し、看護の発展向上に多大な功績

があった。 

 

  大規模小売店舗の変更に関する届出 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗の変

更の届出があった。 

 なお、当該届出及びその関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

 また、同法第８条第２項の規定により、この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生

活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４月以内に、兵庫県に対し、

意見書を提出することにより、これを述べることができる。 

平成28年11月１日 

              兵庫県知事 井 戸 敏 三 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 スーパーセンタートライアル武庫川店 

    所在地 西宮市池開25 

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 

  名称 神鋼不動産株式会社 

住所 神戸市中央区脇浜海岸通二丁目２番４号 

代表者の氏名 花 岡 正 浩 

３ 変更事項 

大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

 ア 変更前 

公 文 康 進 

 イ 変更後 

    花 岡 正 浩 

４ 変更年月日 
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  平成28年６月17日 

５ 届出年月日 

  平成28年10月６日 

６ 届出及びその関係書類の縦覧場所及び縦覧期間 

(1) 縦覧場所 

   兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課 

(2) 縦覧期間 

  平成28年11月１日から４月間 

７ 意見書の提出期限及び提出先 

(1) 提出期限  

平成29年３月１日 

(2) 提出先 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課 

    〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成28年11月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

加古郡稲美町野寺字上南岡94番２、95番５ 

同 郡同 町野寺字鬼河原谷1050番53、1050番316、1050番356、1050番358、1050番359 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

加古郡稲美町野寺95番地の５ 

社会福祉法人母里福祉会 理事長 大 村 哲 郎 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成28年10月12日 

  兵庫県指令東播（加土）（建）第１－22－２号（27稲美） 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成28年11月１日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

たつの市龍野町堂本字流田299番１、299番５、299番６、302番の一部、302番１の一部、302番３、303番の

一部 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

姫路市中地南町82番地の１ 

オーエイハウジング有限会社 代表取締役 横 山 英 人 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成28年９月23日 

  兵庫県指令中播（姫土）（建）第１－31－２号（27たつの） 

病 院 局 公 告 

小児がんに重点を置いた新粒子線治療施設ホームページ制作業務に係るプロポーザルの実施 

小児がんに重点を置いた新粒子線治療施設のホームページ制作業務の委託業者選定をプロポーザル方式によ
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り実施する。 

平成28年11月１日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

兵庫県病院事業管理者 西 村 隆一郎  

１ プロポーザルの概要 

 (1) 名称 

小児がんに重点を置いた新粒子線治療施設ホームページ制作業務プロポーザル 

 (2) 募集要項 

別途配布する「小児がんに重点を置いた新粒子線治療施設ホームページ制作業務プロポーザル募集要項」

（以下「募集要項」という。）による。 

 (3) 契約期間 

契約日から平成29年３月31日（金）まで 

２ 応募資格 

次の要件をすべて満たす事業者に限り、応募することができる。 

 (1) 過去５年以内に医療機関もしくは公的機関等でのホームページ作成実績が３件以上あること。 

 (2) 参加申込書提出期限時に、兵庫県の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者であること。 

 (3) 過去３年間に受託した業務において、行政処分を受けていない者であること。 

 (4) 欠格要件に該当しない者であること。 

参加申込書提出期限時に法人及びその代表者が次のアからコのいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者。 

イ 兵庫県から指名停止措置を受けている者。 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号から第４号ま

で又は第６号の規定に該当する者。 

 エ 商法（明治32年法律第48号）に基づく会社整理の申立て又は通告がなされた者及びその開始命令がさ

れている者。 

オ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律

第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者。 

カ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない（できない）者。 

キ 国税及び県税を滞納している者。 

ク 本公告日から本公告に係る業務の委託事業者の選定の日までの間、法令等に基づく営業停止等の措置

を受けている者。 

ケ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条第１項に規定す

る観察処分を受けた団体に該当する者。 

コ 役員（法人の監査役及び監事を含む）のうちに、次のいずれにかに該当する者がいる団体。 

 (ｱ) 成年被後見人又は被保佐人 

 (ｲ) 破産者で復権を得ない者 

 (ｳ) 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日

から２年を経過しない者。 

 (ｴ) 暴力団の構成員等 

３ 参加手続 

 (1) 事務局 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１（兵庫県庁西館２階） 

兵庫県病院局企画課（病院整備班） 

電 話 (078)341-7711（代表） 内線3496 

 (2) 募集要項の配布 

ア 配布期間 

平成28年11月１日（火）から同月14日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）。 

イ 配布場所 

    上記(1)に同じ 
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 (3) 参加申込手続きについて 

ア 参加申込書提出方法 

持参又は郵送とする。 

イ 受付期間 

    平成28年11月１日（火）から同月14日（月）まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、平成28年11月14日（月）午前必着とす

る。 

  ウ 提出場所 

    上記(1)に同じ 

  エ 提出書類 

    募集要項に定める。 

 (4) 質問及び回答 

ア 質問方法 

持参、ファクシミリ又は郵送とする。 

イ 提出期間 

    平成28年11月１日（火）から同月８日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、平成28年11月８日（火）午前必着とす

る。 

  ウ 回答方法 

    平成28年11月14日（月）から同月18日（金）までの午前９時から午後４時まで（正午から午後１時ま

でを除く。）の間に、閲覧方式により行う。 

  エ 質問様式提出場所及び回答閲覧場所 

    上記(1)に同じ 

 (5) 応募書類の提出 

ア 提出方法 

持参又は郵送とする。 

イ 受付期間 

    平成28年11月18日（金）から同月24日（木）まで（土曜日、日曜日及び祝日は除く。）の午前９時から

午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）。郵送の場合は、平成28年11月24日（木）午前必着とす

る。 

  ウ 提出場所 

    上記(1)に同じ 

  エ 提出書類 

    募集要項に定める。 

 (6) プレゼンテーション 

ア 応募書類を提出した者に対し、プレゼンテーションを求める。 

イ プレゼンテーション実施の日時、場所等については、応募者に対し別途連絡する。 

４ 当選者の選定、決定及び通知の方法 

 (1) 選定方法 

   選定は、「小児がんに重点を置いた新粒子線治療施設ホームページ制作業務委託業者選定委員会」（以下

「委員会」という。）において行う。 

 (2) 決定方法 

   委員会の選定結果に基づき、当選者を決定する。 

 (3) 選定結果の通知 

   選定結果は、応募者全員に対して文書で通知する。 

 (4) 当選後の取扱い 

   当選者は「小児がんに重点を置いた新粒子線治療施設ホームページ制作業務委託契約」の契約予定者と

なる。 

５ その他 

 (1) 書類作成において使用する言語及び通貨 
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日本語及び日本国通貨 

 (2) 留意事項 

 ア 応募者から提出された企画提案書の著作権は、応募者に帰属する。 

イ 提出書類に記載された個人情報は、本件委託業者選定のための評価・手続きに使用すること以外に、

企画提案者の承諾を得ずしては利用しないものとする。 

ウ 企画提案書等提出書類一式は返却しない。 

エ 提出書類について、募集要領に定める様式に適合しない場合は、提出された提案書を無効とすること

がある。 

オ 提出書類に虚偽の記載をした場合には、提出された提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした

者に対して、指名停止の措置を行うことがある。 

カ 提出された応募書類の変更はできないものとする。ただし、誤字・脱字等軽微な修正はこの限りでは

ない。 

 (3) 参加に要する費用 

本プロポーザルの参加に要する費用は、応募者の負担とする。 

 (4) その他 

   詳細は、募集要項による。 

選挙管理委員会告示 

兵庫県選挙管理委員会告示第90号 

 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第189条第１項の規定により、平成28年７月10日執行の参議院兵庫県選

挙区選出議員選挙に係る各候補者の出納責任者から、選挙運動に関する収支報告書の提出があったので、同法

第192条第１項の規定によりその要旨を次のとおり公表する。 

  平成28年11月１日 

兵庫県選挙管理委員会     

委員長 立 石 幸 雄  

１ 選挙の種類 平成28年７月10日執行 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

54,661,700円 

３ 報告書の要旨 

候 補 者 氏 名 伊 藤 孝 江 所属党派 公 明 党
期間

平成28年５月16日から 

    ７月20日まで 
第１回分

出納責任者氏名 岩 野 武 彦 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 19,688,440円  人  件  費 840,000円

  （氏名団体名）  （職業） （寄附額）  家  屋  費 11,881,918円

    公明党兵庫県本

部 

 19,688,440円   選挙事務所費 8,567,364円

   集合会場費 3,314,554円

 その他の寄附  0円  通  信  費 68,613円

 その他の収入 １件 5,176,000円  交  通  費 0円

   今 回 計  24,864,440円  印  刷  費 5,883,960円

   総   計  24,864,440円  広  告  費 3,529,272円

  

 

 文  具  費 2,451円

  食  糧  費 803,970円

   休  泊  費 0円

   雑     費 5,514,663円

    今 回 計 28,524,847円

    総   計 28,524,847円
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支出のうち公費負担相当額 項   目 金   額 

選挙運動用通常葉書の作成 453,125円

ビラの作成 1,431,000円

ポスターの作成 1,380,000円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 93,312円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 151,200円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 155,520円

計 3,664,157円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ７ 月 25 日   第 １ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 伊 藤 孝 江 所属党派 公 明 党
期間

平成28年８月23日から 

    ８月25日まで 
第２回分

出納責任者氏名 岩 野 武 彦 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 80,097円  人  件  費 0円

  （氏名団体名）  （職業） （寄附額）  家  屋  費 0円

    公明党兵庫県本

部 

 80,097円   選挙事務所費 0円

 0円   集合会場費 0円

 その他の寄附  0円  通  信  費 15,860円

 その他の収入  0円  交  通  費 0円

   今 回 計  80,097円  印  刷  費 0円

   前 回 計  24,864,440円  広  告  費 0円

   総   計  24,944,537円  文  具  費 0円

   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費 48,452円

    今 回 計 64,312円

    前 回 計 28,524,847円

    総   計 28,589,159円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ９ 月 １ 日   第 ２ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 片 山 大 介 所属党派
お お さ か

維 新 の 会 期間
平成28年２月４日から 

    ７月25日まで 
第１回分

出納責任者氏名 板 倉 勝 教 
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収 入 支 出 

 主たる寄附 3,000,000円  人  件  費     528,000円

  （氏名団体名）  （職業） （寄附額）  家  屋  費   234,465円

    おおさか維新の

会 

 

 

3,000,000円   選挙事務所費   234,465円

  集合会場費 0円

 その他の寄附 ４件 40,000円  通  信  費  107,190円

 その他の収入 １件 5,000,000円  交  通  費 269,746円

   今 回 計  8,040,000円  印  刷  費 3,713,800円

   総   計  8,040,000円  広  告  費 1,915,920円

   文  具  費 9,382円

   食  糧  費 60,967円

   休  泊  費 0円

   雑     費 1,668,318円

    今 回 計 8,507,788円

    総   計 8,507,788円

 

支出のうち公費負担相当額 項   目 金   額 

選挙運動用通常葉書の作成 452,500円

ビラの作成 1,452,200円

ポスターの作成 1,809,000円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 486,000円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 207,360円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 197,100円

計 4,604,160円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ７ 月 25 日   第 １ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 片 山 大 介 所属党派
お お さ か

維 新 の 会 期間
平成28年７月26日から 

    ８月４日まで 
第２回分

出納責任者氏名 板 倉 勝 教 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費 1,050,000円

 その他の寄附  0円  家  屋  費 0円

 その他の収入  0円   選挙事務所費 0円

   今 回 計  0円   集合会場費 0円

   前 回 計  8,040,000円  通  信  費 43,264円

   総   計  8,040,000円  交  通  費 69,930円

   印  刷  費 0円

   広  告  費 0円

   文  具  費 0円
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   食  糧  費 34,328円

   休  泊  費 0円

   雑     費 0円

    今 回 計 1,197,522円

    前 回 計 8,507,788円

    総   計 9,705,310円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ８ 月 ４ 日   第 ２ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 片 山 大 介 所属党派
お お さ か

維 新 の 会 期間
平成28年８月５日から 

    ８月18日まで 
第３回分

出納責任者氏名 板 倉 勝 教 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費 0円

 その他の寄附  0円  家  屋  費 252,530円

 その他の収入  0円   選挙事務所費 252,530円

   今 回 計  0円   集合会場費 0円

   前 回 計  8,040,000円  通  信  費 40,238円

   総   計  8,040,000円  交  通  費 0円

   印  刷  費 108,000円

   広  告  費 0円

   文  具  費 0円

   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費 100,000円

    今 回 計 500,768円

    前 回 計 9,705,310円

    総   計 10,206,078円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ８ 月 31 日   第 ３ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 金 田 峰 生 所属党派 日本共産党
期間

平成28年６月１日から 

    ７月12日まで 
第１回分

出納責任者氏名 平 野 千 歳 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 2,469,123円  人  件  費   524,000円

  （氏名団体名）  （職業） （寄附額）  家  屋  費 478,527円

日本共産党兵庫

県委員会 

 1,886,123円   選挙事務所費 301,000円

  集合会場費 177,527円
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日本共産党西播 

地区委員会 

 45,000円  通  信  費 18,000円

  交  通  費  4,767円

日本共産党尼崎

地区委員会 

 30,000円  印  刷  費 3,046,255円

  広  告  費 1,180,054円

日本共産党東播

地区委員会 

 36,000円  文  具  費 21,227円

  食  糧  費  3,900円

大 沢 辰 美 無職 144,000円  休  泊  費  6,264円

松 村 佳 人 無職 144,000円  雑     費 41,609円

    門 屋 史 明 団体職員 144,000円   今 回 計 5,324,603円

  柳 原 ゆき子 無職 40,000円   総   計 5,324,603円

 その他の寄附 ４件 78,000円  

 その他の収入  0円  

   今 回 計  2,547,123円  

   総   計  2,547,123円  

 

支出のうち公費負担相当額 項   目 金   額 

選挙運動用通常葉書の作成 437,500円

ビラの作成   901,000円

ポスターの作成 1,025,340円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 270,000円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成  78,640円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 65,000円

計 2,777,480円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ７ 月 25 日   第 １ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 下 家 淳の介 所属党派

日本のここ

ろを大切に

す る 党 期間
平成28年６月10日から 

    ７月22日まで 
第１回分

出納責任者氏名 下 家 淳の介 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 10,498,997円  人  件  費 0円

  （氏名団体名）  （職業） （寄附額）  家  屋  費 11,700円

日本のこころを

大切にする党 

 10,498,997円   選挙事務所費   11,700円

  集合会場費 0円

 その他の寄附 １件 11,700円  通  信  費  0円

 その他の収入  0円  交  通  費  0円

   今 回 計  10,510,697円  印  刷  費 2,396,665円

   総   計  10,510,697円  広  告  費 103,932円

   文  具  費 0円
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   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費  6,998,400円

    今 回 計 9,510,697円

    総   計 9,510,697円

 

支出のうち公費負担相当額 項   目 金   額 

選挙運動用通常葉書の作成 0円

ビラの作成 0円

ポスターの作成 0円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 0円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 0円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 0円

計 0円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ７ 月 22 日   第 １ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 末 松 信 介 所属党派 自由民主党
期間

平成28年４月12日から 

    ７月21日まで 
第１回分

出納責任者氏名 中 西   誠 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 18,461,480円  人  件  費 4,256,900円

  （氏名団体名）  （職業） （寄附額）  家  屋  費 5,586,492円

自由民主党兵庫

県参議院選挙区

第一支部 

 15,061,480円   選挙事務所費 5,467,572円

  集合会場費 118,920円

 通  信  費 176,722円

    兵庫県医師連盟  1,500,000円  交  通  費  755,000円

  芦屋市医師連盟  300,000円  印  刷  費 2,964,409円

    兵庫県歯科医師

連盟 

 300,000円  広  告  費 4,487,532円

  文  具  費 36,286円

    姫路市医師連盟  300,000円  食  糧  費 381,750円

  神戸市医師連盟  1,000,000円  休  泊  費 46,320円

 その他の寄附 １件 2,700円  雑     費 142,905円

 その他の収入  0円   今 回 計 18,834,316円

   今 回 計  18,464,180円   総   計 18,834,316円

   総   計  18,464,180円  

 

支出のうち公費負担相当額 項   目 金   額 

選挙運動用通常葉書の作成 453,125円
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   ビラの作成 1,454,850円

ポスターの作成 1,035,000円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 164,742円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 207,968円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 36,720円

 計 3,352,405円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ７ 月 22 日   第 １ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 末 松 信 介 所属党派 自由民主党
期間

平成28年７月22日から 

    ８月８日まで 
第２回分

出納責任者氏名 中 西   誠 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費 1,469,920円

 その他の寄附  0円  家  屋  費 0円

 その他の収入  0円   選挙事務所費 0円

   今 回 計  0円   集合会場費 0円

   前 回 計  18,464,180円  通  信  費 0円

   総   計  18,464,180円  交  通  費 20,570円

   印  刷  費 0円

   広  告  費 424,764円

   文  具  費 0円

   食  糧  費 43,373円

   休  泊  費 0円

   雑     費 350,570円

    今 回 計 2,309,197円

    前 回 計 18,834,316円

    総   計 21,143,513円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ８ 月 ９ 日   第 ２ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 末 松 信 介 所属党派 自由民主党
期間

平成28年８月９日から 

    ８月30日まで 
第３回分

出納責任者氏名 中 西   誠 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費 0円

 その他の寄附  0円  家  屋  費 0円

 その他の収入  0円   選挙事務所費 0円
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   今 回 計  0円   集合会場費 0円

   前 回 計  18,464,180円  通  信  費 198,059円

   総   計  18,464,180円  交  通  費 0円

   印  刷  費 0円

   広  告  費 0円

   文  具  費 0円

   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費 113,808円

    今 回 計 311,867円

    前 回 計 21,143,513円

    総   計 21,455,380円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ９ 月 １ 日   第 ３ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 水 岡 俊 一 所属党派 民 進 党
期間

平成28年６月２日から 

    ７月22日まで 
第１回分

出納責任者氏名 藤 江 清 史 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 16,771,000円  人  件  費   2,040,000円

  （氏名団体名）  （職業） （寄附額）  家  屋  費 660,070円

民進党   5,000,000円   選挙事務所費 541,000円

民進党兵庫県参

議院選挙区第２

総支部 

 10,276,000円   集合会場費 119,070円

  通  信  費 780円

  交  通  費  237,536円

民進党兵庫県総

支部連合会 

 30,000円  印  刷  費 6,355,240円

  広  告  費 2,871,720円

水岡俊一はげま

す会 

 235,000円  文  具  費  470円

  食  糧  費  275,368円

斉 藤   泉 無職 180,000円  休  泊  費  0円

多 田 孝 志 無職 180,000円  雑     費 35,686円

多 田 多代子 無職 180,000円   今 回 計 12,476,870円

岸 根   修 無職 180,000円   総   計 12,476,870円

  神 田 英 幸 無職 180,000円  

伊 藤 三枝子 無職 180,000円  

政 木 秀 樹 無職 50,000円  

河 本 美恵子 無職 50,000円   

西 田 八重乃 無職 50,000円   

 その他の寄附  0円  

 その他の収入 １件 10,000,000円  

   今 回 計  26,771,000円  

   総   計  26,771,000円  

 

支出のうち公費負担相当額 項   目 金   額 
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   選挙運動用通常葉書の作成 453,125円

ビラの作成 1,454,850円

ポスターの作成 1,864,518円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 494,226円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 207,968円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 198,625円

 計 4,673,312円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ７ 月 25 日   第 １ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 水 岡 俊 一 所属党派 民 進 党
期間

平成28年８月２日から 

    ８月２日まで 
第２回分

出納責任者氏名 藤 江 清 史 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費         0円

 その他の寄附  0円  家  屋  費  0円

 その他の収入  0円   選挙事務所費  0円

   今 回 計  0円   集合会場費 0円

   前 回 計  26,771,000円  通  信  費 0円

   総   計  26,771,000円  交  通  費 0円

   印  刷  費 238,140円

   広  告  費 2,883,741円

   文  具  費 0円

   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費 0円

    今 回 計    3,121,881円

    前 回 計 12,476,870円

    総   計 15,598,751円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ８ 月 ５ 日   第 ２ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 湊   侑 子 所属党派 幸福実現党
期間

平成28年５月14日から 

７月16日まで 
第１回分

出納責任者氏名 湊   侑 子 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 11,792,908円  人  件  費 150,000円
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  （氏名団体名）  （職業） （寄附額）  家  屋  費 1,622,848円

幸福実現党兵庫

県本部 

  11,715,368円   選挙事務所費  1,523,760円

  集合会場費 99,088円

幸福実現党淡路

後援会 

 77,540円  通  信  費        51,694円

  交  通  費 32,180円

 その他の寄附 21件 82,958円  印  刷  費 3,053,283円

 その他の収入  0円  広  告  費 2,171,911円

   今 回 計  11,875,866円  文  具  費 1,512円

   総   計  11,875,866円  食  糧  費 1,790円

   休  泊  費         92,250円

   雑     費 185,826円

    今 回 計 7,363,294円

    総   計 7,363,294円

 

支出のうち公費負担相当額 項   目 金   額 

選挙運動用通常葉書の作成 0円

ビラの作成 0円

ポスターの作成 0円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 0円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 0円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 0円

計 0円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ７ 月 20 日   第 １ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 湊   侑 子 所属党派 幸福実現党
期間

平成28年７月22日から 

７月25日まで 
第２回分

出納責任者氏名 湊   侑 子 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費 0円

 その他の寄附  0円  家  屋  費 0円

 その他の収入  0円   選挙事務所費  0円

   今 回 計  0円   集合会場費 0円

   前 回 計  11,875,866円  通  信  費        8,862円

   総   計  11,875,866円  交  通  費 0円

   印  刷  費 0円

   広  告  費 0円

   文  具  費 0円

   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費 16,369円
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    今 回 計 25,231円

    前 回 計 7,363,294円

    総   計 7,388,525円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ７ 月 27 日   第 ２ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 湊   侑 子 所属党派 幸福実現党
期間

平成28年８月３日から 

８月３日まで 
第３回分

出納責任者氏名 湊   侑 子 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費 0円

 その他の寄附  0円  家  屋  費 0円

 その他の収入  0円   選挙事務所費  0円

   今 回 計  0円   集合会場費 0円

   前 回 計  11,875,866円  通  信  費 0円

   総   計  11,875,866円  交  通  費 0円

   印  刷  費 0円

   広  告  費 0円

   文  具  費 0円

   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費 11,112円

    今 回 計 11,112円

    前 回 計 7,388,525円

    総   計 7,399,637円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ８ 月 ８ 日   第 ３ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 湊   侑 子 所属党派 幸福実現党
期間

平成28年８月８日から 

８月８日まで 
第４回分

出納責任者氏名 湊   侑 子 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費 0円

 その他の寄附  0円  家  屋  費 0円

 その他の収入  0円   選挙事務所費  0円

   今 回 計  0円   集合会場費 0円

   前 回 計  11,875,866円  通  信  費        0円

   総   計  11,875,866円  交  通  費 0円

   印  刷  費 0円

   広  告  費 0円
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   文  具  費 0円

   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費 1,457円

    今 回 計 1,457円

    前 回 計 7,399,637円

    総   計 7,401,094円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ８ 月 12 日   第 ４ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 湊   侑 子 所属党派 幸福実現党
期間

平成28年８月18日から 

８月18日まで 
第５回分

出納責任者氏名 湊   侑 子 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費 0円

 その他の寄附  0円  家  屋  費 0円

 その他の収入  0円   選挙事務所費  0円

   今 回 計  0円   集合会場費 0円

   前 回 計  11,875,866円  通  信  費        4,425円

   総   計  11,875,866円  交  通  費 0円

   印  刷  費 0円

   広  告  費 0円

   文  具  費 0円

   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費 0円

    今 回 計 4,425円

    前 回 計 7,401,094円

    総   計 7,405,519円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ８ 月 23 日   第 ５ 回 報 告 分 

 

 

 

候 補 者 氏 名 湊   侑 子 所属党派 幸福実現党
期間

平成28年８月24日から 

８月29日まで 
第６回分

出納責任者氏名 湊   侑 子 

 

収 入 支 出 

 主たる寄附 0円  人  件  費 0円

 その他の寄附  0円  家  屋  費 0円

 その他の収入  0円   選挙事務所費  0円

   今 回 計  0円   集合会場費 0円
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   前 回 計  11,875,866円  通  信  費        587,361円

   総   計  11,875,866円  交  通  費 0円

   印  刷  費 0円

   広  告  費 31,808円

   文  具  費 0円

   食  糧  費 0円

   休  泊  費 0円

   雑     費 324円

    今 回 計 619,493円

    前 回 計 7,405,519円

    総   計 8,025,012円

 

報告書受理年月日 平 成 28 年 ９ 月 ２ 日   第 ６ 回 報 告 分 

 

正 誤 

○平成28年７月８日付け（兵庫県公報第2813号） 

兵庫県選挙管理委員会告示第66号（平成13年兵庫県選挙管理委員会告示第27号（不在者投票のできる施設の

指定）の一部改正）中 

（ページ） ６ 

（行） 下から22 

（誤） 

「 

 ローズガーデン甲子園口 同 市甲子園九番町10―50 

」

を 

「 

 ローズガーデン甲子園口 同 市甲子園九番町10―50 

 チャーム西宮用海町 同 市用海町２―３ 

 第２シルバーコースト甲子園 同 市枝川町17―55 

」

（正） 

「 

 ローズガーデン甲子園 同 市甲子園九番町10―50 

」

を 

「 

 ローズガーデン甲子園 同 市甲子園九番町10―50 

 チャーム西宮用海町 同 市用海町２―３ 

 第２シルバーコースト甲子園 同 市枝川町17―55 

」
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